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Ⅰ．熊本県白川・菊池川、緑川地域内県有林の概要 
 

 

１．森林の所有者 ： 熊本県知事 蒲島郁夫 

 

２．森林の管理者  ：  熊本県知事 蒲島郁夫 

 

３．認証の区域    ： 熊本県白川・菊池川、緑川地域内県有林 

 

４．森林の面積    ：  1,920.40ha 

 

５．団地数        ：  18 団地   （熊本県熊本市、山鹿市、阿蘇市、玉名郡、菊池郡、阿蘇郡、

上益城郡、下益城郡内の県有林） 

６．齢級別森林資源の構成 

【樹種・齢級別資源構成表】                      2008 年 4 月 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ha 3.11 0.85 0.00 2.00 11.42 12.80 2.83 15.75 89.31 91.17 205.19 37.21 32.35 16.83 13.39 23.59 5.63 0.15 0.00 0.00 563.58

m3 0 0 0 2 1,091 4,406 571 3,070 25,513 24,548 49,128 20,884 14,819 5,037 2,631 5,573 2,195 55 0 0 159,523

ha 7.65 0.00 0.00 4.45 2.04 13.42 15.22 29.40 73.51 88.40 29.54 0.96 13.77 1.75 2.93 6.95 4.95 0.06 0.97 0.00 295.97

m3 0 0 0 6 137 1,920 1,862 3,653 16,649 28,821 8,713 247 7,033 172 542 1,999 1,735 32 268 0 73,789

ha 0.00 0.00 0.00 1.07 0.53 0.72 0.00 0.00 1.50 9.89 0.31 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.72

m3 0 0 0 63 2 63 0 0 6 5,834 88 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6,090

ha 0.00 0.00 0.21 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41

m3 0 0 0 295 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418

ha 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.73 1.63 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97

m3 0 0 0 0 0 5 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

ha 4.98 0.00 0.79 10.83 2.61 3.21 2.89 7.69 9.25 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 5.84 51.55

m3 0 0 17 487 82 2 269 659 1,236 0 12 0 0 0 0 0 1,066 0 0 3,551 7,381

ha 15.74 0.85 1.00 21.33 18.05 30.88 22.57 53.00 173.57 189.46 235.76 38.87 46.12 18.58 16.32 30.54 13.54 0.21 0.97 5.84 933.20

m3 0 0 17 853 1,312 6,396 2,721 7,393 43,404 59,203 58,064 21,165 21,852 5,209 3,173 7,572 4,996 87 268 3,551 247,236

ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73

m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,457 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,471

ha 0.00 0.00 0.00 1.28 0.70 7.55 0.00 1.78 21.89 40.33 59.01 17.66 0.64 0.28 0.82 41.24 0.74 0.00 0.00 0.00 193.92

m3 0 0 0 15 1 827 0 147 2,700 5,903 9,134 3,449 5 4 39 9,143 507 0 0 0 31,874

ha 0.00 0.00 0.00 1.28 0.70 7.55 0.00 1.78 21.89 42.19 61.88 17.66 0.64 0.28 0.82 41.24 0.74 0.00 0.00 0.00 198.65

m3 0 0 0 15 1 827 0 147 2,700 7,360 9,148 3,449 5 4 39 9,143 507 0 0 0 33,345

ha 15.74 0.85 1.00 22.61 18.75 38.43 22.57 54.78 195.46 231.65 297.64 56.53 46.76 18.86 17.14 71.78 14.28 0.21 0.97 5.84 1,131.85

m3 0 0 17 868 1,313 7,223 2,721 7,540 46,104 66,563 67,212 24,614 21,857 5,213 3,212 16,715 5,503 87 268 3,551 280,581

ha 2.38

ha 59.92

ha 726.25

ha 788.55

15.74 0.85 1.00 22.61 18.75 38.43 22.57 54.78 195.46 231.65 297.64 56.53 46.76 18.86 17.14 71.78 14.28 0.21 0.97 5.84 1,920.40

0 0 17 868 1,313 7,223 2,721 7,540 46,104 66,563 67,212 24,614 21,857 5,213 3,212 16,715 5,503 87 268 3,551 280,581 

 

７．対象地域の概況 

 熊本県は所有・管理する県有林において、平成 18 年度に人吉市・球磨郡内県有林(対象面積

:3,842.99ha)、平成 19 年度に球磨川地域(人吉市・球磨郡内県有林を除く)、天草地域内県有林(対

象面積：1,740.31ha)と逐次、森林認証を取得してきており、今回審査申請のあった森林は、熊

本県北部の白川・菊池川地域森林計画区と緑川地域森林計画区内に所在する県有林 18 団地：

1,920.40ha である。 

  

○白川・菊池川地域内県有林 

（1）地域の概況 

  当地域は、県の北部から北東部に位置し、北は福岡県と大分県、東は大分県と宮崎県に接し、西

は有明海に面しており、城北地域と阿蘇地域を包括する地域となっている。 

城北地域は、標高300ｍ～1,100ｍの峰々に囲まれ、山岳の裾野から丘陵地帯、平野部が広がり、
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阿蘇地域は、「阿蘇くじゅう国立公園」に指定された南北25km、東西18kmの広がりをもつ世界最

大級のカルデラを有し、阿蘇五岳を挟んで北に阿蘇谷、南に扇状性低地の南郷谷が広がっている。 

気候は城北地域で年平均気温が15～17℃と温暖で、年間降水量は1,700～2,000mm。阿蘇地域は山

間高冷地で年平均気温は10～14℃で、年間降水量は2,200～3,000mmとなっている。 

地域の総面積は、259,951haで県土面積の35％を占め、そのうち森林面積が125,890ha、林野率 

48％と県全体の63％と比べ森林の占める割合が低くなっている。 

 

（2）対象森林の沿革・概要 

当地域における認証対象となる県有林は、15団地：1,502.54haであり、県下県有林の13％を占

めている。スギ、ヒノキを中心とする人工林が主体であり、森林の大半は阿蘇、上益城、菊池地

域に集中している。「みんなの森」を除き、全域が保安林に指定されている。 

阿蘇地域においては、「阿蘇くじゅう国立公園」の特別地域に指定されている団地も多く、

環境林として、北向山天然林や全国植樹祭、育樹祭を開催した「みんなの森」を管理し、熊本

市においては市民の憩いの森として立田山生活環境保全林を熊本市と協同で管理している。 

  

立田山生活環境保全林  167.06ha  

 熊本市黒髪地区に位置する立田山には、市内では貴重な自然林が残されており、古くから緑豊

かな憩いの森として親しまれてきた。しかし、昭和40年代に宅地開発が行われようとしたため、

昭和49年度から平成7年度までの22年間をかけ、国、県、市の負担により購入した。当該森林は、

「金峰山県立自然公園」特別地域に含まれ、熊本県と熊本市で取り交わした「立田山生活環境保

全林管理細目」に基づき、経費を分担し「市民憩いの森」として管理されている。 

 

 国見山団地 99.19ha 

  当団地は、玉名、鹿本地区にまたがっており、10齢級が中心のスギ、ヒノキ林である。この団地

には明治40年植栽のクスノキの純林が約6haあり、県有林「やすらぎの森」として管理されている。

全域が保安林に指定されており、「水土保全林」と一部が「共生林」として管理されている。 

 

 平真城団地 39.82ha 

  大半が9 齢級のスギ、ヒノキ人工林であるが、尾根に近いため成長が悪く、部分的にはまだ保育

が必要な団地である。全域が「水源かん養保安林」に指定され、「水土保全林」と一部が「共生

林」として管理されている。 

 

 鞍岳団地  91.17ha  

  当団地は、「国立公園2種特別地域」内であり、鞍岳(1,119ｍ)登山のルートになっていることか

ら、環境林整備事業により団地の一部に広葉樹を植栽するなどして「環境林」としての役割を果

たしている。その他はスギ、ヒノキの人工林であるが、成長はあまり良くない。全域が「保安林」

に指定されており、「水土保全林」または「共生林」として管理されている。 

 

根子岳団地 163.04ha 

 阿蘇五岳の１つである根子岳(1,408ｍ)の麓から山頂にかけて位置しているが、山頂に近づくに

つれて植生は乏しい状態となっている。そのため更新困難地の面積が大半を占め、麓にある人工林

も生育は良くない。当団地の一部区域は「国立公園特別保護地区」内であり、白川流域の水源林と

しての機能も期待されるため、「水土保全林」として管理されている。 

 

 高岳団地  118.39ha 

 根子岳団地同様、阿蘇五岳の１つである高岳(1,592ｍ)の麓から山頂にかけて位置しているが、
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山頂に近づくにつれて植生は乏しい状態となっている。更新困難地の面積が大半を占め、麓にある

人工林も生育は良くない。当団地は一部区域が「国立公園特別保護地区」内であり、白川流域の水

源林としての機能も期待されるため、「水土保全林」として管理されている。 

 

車帰団地 43.02ha 

 全域が国立公園の3種特別地域にあるが、団地面積の約半分がスギ、ヒノキの人工林となっ

ており、素材生産が可能な森林となっている。団地内には部分的に複層林化が行われており、

当時は先駆的な取り組みとして実施され、多段林を形成している。「水土保全林」として管理

されている。 

 

 杵島岳団地 50.03ha 

根子岳団地同様、阿蘇五岳の１つである杵島岳(1,321ｍ)周辺に位置しており、標高も高く、火

山ガス等の影響もあり人工林も生育は良くない。当団地は「国立公園2種特別地域」内であり、

白川流域の水源林としての機能も期待されるため、「水土保全林」として管理されている。 

 

花山・長野団地 76.18ha 

杵島岳団地の隣接地であり、標高も高く、火山ガス等の影響もあり人工林も生育は良くない。

当団地は「国立公園1種特別地域」内であり、「水土保全林」として管理されている。 

 

白水西団地 164.81ha 

阿蘇五岳の烏帽子岳山頂(1,337ｍ)周辺に位置し、山頂に近づくにつれて植生は乏しい状態とな

っている。更新困難地の面積が大半を占めている状況で人工林もほとんどない。当団地は「国立

公園1種特別地域」内であり、「水土保全林」として管理されている。 

 

白水東団地  361.66ha 

白水西団地同様であり、山頂に近づくにつれて植生は乏しい状態となっている。更新困難地の

面積が大半を占めている状況で比較的標高の低い場所にはスギ、ヒノキが植栽されているが生長

は良くない。当団地は「国立公園1種特別地域」内であり、「水土保全林」として管理されている。 

 

北向山団地 17.10ha 

当団地は昭和47年度に自然環境保護を目的に「国立公園内民有林買上制度」により、「自然

生態系の保存を目的に天然林を購入」している。当団地は全域が「国立公園特別保護地域」内で

あり、「水土保全林」として保護管理されている。 

 

三村野団地 46.58ha 

  当団地は北外輪山に位置し、標高も比較的高い団地となっている。大半がスギ、ヒノキの人

工林であり、11齢級に達している。全域が保安林に指定されており、「水土保全林」として管

理されている。 

 

中江団地  42,74ha 

  当団地は9齢級のスギが中心の団地であり、素材生産もすでにおこなわれている。また、この

団地は早くから列状間伐に取り組むなど県有林としての先駆的な取り組みを実施している団地

である。素材を生産しながら保安林の機能を発揮できるよう施業を実施している。 

 

みんなの森 21.75ha 

 昭和61年度に開催された全国植樹祭の跡地とその周辺の森林であり、平成19年には全国育樹
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祭を開催した森林。「保健休養の場、森林学習の場」として管理されている。 

 

（3）機能区分、制限林、保護林等の状況 

【機能区分及び制限林の現況】                                   単位：ha 

区     分 面    積 

保 安 林 1,313.73 

自 

然 

公

園 

国 立 公 園 
特別保護地区 118.27 

特別地域 988.88 

県 立 公 園 
特別地域 167.06 

普通地域 0 

        自然公園  計 1,274.21 

水土保全林 1,249.60 

森林と人との共生林 252.94 

資源の循環利用林 0 

 

（4）林道・作業道 

   林 道：1路線 4,000m  作業道：15路線 16,973m 総延長 20,973 m  路網密度 13.98m/ha 

 

（5）施業履歴（過去５年間） 

    間伐が中心であり、資源の成熟化により利用間伐が増加傾向にある。 

 

【森林整備実績表】（白川・菊池川地域県有林）              （単位：ha） 

事業種名 / 年度 １５ １６ １７ １８ １９ 計 

新  植 4.63 0 1.20 4.78 5.56 16.17 

下 刈 り 3.42 5.73 5.13 7.20 11.82 33.30 

保育間伐 8.39 17.05 3.62 2.20 2.24 33.50 

利用間伐 6.78 0 9.55 28.50 0 44.83 

主  伐 0 *1.20 *4.78 *5.56 0 11.54 
   ＊主伐は主に台風等の被害木を伐採・整理したもの、18年度に一部帯状択伐を実施したものが含まれる。 

 

【素材生産量】 (白川・菊池川地域内県有林) 

年      度 １５ １６ １７ １８ １９ 計 

素材生産量(m3) 0 0 0 994 0 994 

立木処分量(m3) 1,748 0 ＊362 0 0 2,110 
 
  ＊17年度の立木処分量は、台風等の被害木を伐採したもの 

 

（6）森林被害の記録（過去5年）と概況 

平成19年3月1日に阿蘇地域の白水東団地において、旅行者の失火により山林火災が発生してお

り、77haが焼失。国立公園内で、人工林ではなく、被災地内はヤシャブシ、アセビ、ウツギ、ミ

ヤマキリシマ等が自生していた。 

また、16年度に台風による風害等があるが、既に整理が終っており、他に顕著な立木被害は

見られない。 

なお、九州山系を中心にシカが増加しており、対象地域においても、シカによる新植苗木の食害

や剥皮被害は散発的ではあるが、年々増加傾向にある。 
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○緑川地域内県有林 

（1）地域の概況 

当地域は、県のほぼ中央に位置する地域で、東は宮崎県と接し、西は有明海及び不知火海に面し

ており、地形は宮崎県との県境にある国見岳等の九州脊梁山地に連なる緑川上、中流域の山間部

で起伏が大きく急峻な地形が見られる。西部については緑川の中流域から下流域の南側に当たり、

不知火海に面した地域では干拓によって造成された平野が広がっている。 

気候は全般的に温暖な気候で、西部から中央部の年平均気温は16.5℃程度であり、年間降水量は

1,800mm～2,000mmとなっている。 

地域の総面積は、112,829haで県土面積の15％を占め、そのうち森林面積が62,238ha、林野率55

％と県全体の63％と比べ森林の占める割合は低くなっている。 

 

（2）対象森林の沿革・概要 

  認証対象となる県有林は、３団地417.86haと尐なく、スギ、ヒノキの人工林が中心であり、内 

345haは、上益城地域の１団地が中心となっており、木材生産林として管理されている。 

 

 大露山団地 66.96ha 

    スギが中心の人工林で、10齢級以上のものがほとんどである。素材の生産がこれから行われる

団地であるが、下流域の水源になっており、施業については留意する必要がある。全域が保安林

に指定され、「水土保全林」として管理されている。 

 

 大崩団地  5.91ha 

    比較的小面積の団地であり、スギの人工林が一部あるが、大半は広葉樹林で形成されている。

団地名からも推測されるとおり、更新の困難な箇所が大半であり、「土砂崩壊防備保安林」に指

定され、「水土保全林」として管理されている。 

 

 間の谷団地  344.99ha 

  当団地は、まとまった面積を有する団地であり、昭和30年代から40年代にかけて伐採、植林

された団地である。林内には林道も開設されており、以前より木材生産が盛んに行われた団地で

ある。木材生産と併せて、「水源かん養保安林」であり、「水土保全林」としての機能も十分に

発揮している団地である。 

 

（3）機能区分、制限林、保護林等の状況 

【機能区分及び制限林の現況】                  単位：ha 

区     分 面    積 

保 安 林 417.86 

自 

然 

公

園 

国 立 公 園 
特別保護地区 0 

特別地域 0 

県 立 公 園 
特別地域 0 

普通地域 5.91 

        自然公園 計 5.91 

水土保全林 417.86 

森林と人との共生林 0 

資源の循環利用林 0 
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（4）林道・作業道                                                                         

   林 道：9,740m   作業道：1路線 2,900m   総延長 12,640m   路網密度 30.25m/ha        

           

（5）施業履歴（過去５年間）                                                               

    新植、下刈等の初期の保育はすでに無く、保育間伐が中心であるが、今後、利用間伐が増加す

る。 

 

    【森林整備実績表】（緑川地域内県有林）                 （単位：ha） 

事業種名 / 年度 １５ １６ １７ １８ １９ 計 

新  植 0 0 0 0 0 0 

下 刈 り 0 0 0 0 0 0 

保育間伐 23.76 13.77 17.77 14.32 7.01 76.63 

利用間伐 27.06 0 4.81 0 1.20 33.07 

主  伐 0 0 0 0 0 0 

 

    【素材生産量】（緑川地域内県有林） 

年      度 １５ １６ １７ １８ １９ 計 

素材生産量(m3) 713 0 152 0 139 1,004 

  

 （6）森林被害の記録（過去５年）と概況                                                   

      主な森林被害は、台風による風害等であるが、顕著な立木被害はみられない。  

なお、九州山系を中心にシカが増加しており、対象地域においても、シカによる新植苗木の

食害や剥皮被害は散発的ではあるが、年々増加傾向にある。 

 

８．経営方針 

「熊本県県有林経営方針」の概要は次のとおりである。 

 

 １）経営の目的 

  県有林を適切に施業及び管理することにより、県土の保全、水資源のかん養、自然環境の維持 

形成、県民の保健休養の場の提供、林産物の持続的供給等の機能の発揮を図り、もって森林・林 

業行政の先導的役割を果たすとともに、県民の福祉の向上及び地域の振興に資する。  

 

  ２）経営の方針 

 （１）県有林は県内の森林・林業関係者の模範として、率先して持続可能な森林経営を推進すると

ともに、県林務技術者の技術力の向上の場として、新しい施業技術を積極的に取り入れる努力

をするものとする。 

 

 （２）森林への県民の期待は、木材等林産物の供給をはじめ、水源かん養、県土の保全、地球温暖

化の防止、野生動植物の生育の場、保健休養や環境教育の場の提供 等多様化、高度化してい

る。 

 県有林ではこれら森林の多面的機能の発揮を図るため、森林資源の状況、自然的・経済的条

件、地域の特性やニーズ等を総合的に考慮しながら森林を重視すべき機能に応じた森林の利用

区分を行い、それぞれに適した施業を行うものとする。 

 

 （３）県有林の経営に当たっては、純県有林と分収林に区分して経営を行うものとする。 
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  ３）森林利用区分 

   森林の利用区分に当たっては、国の「森林・林業基本計画」や本県の「地域森林計画」等との

整合を図る観点から、①山地災害の防止機能又は水源かん養機能を重視する「水土保全林」、②

生活環境保全機能又は保健文化機能を重視する「森林と人との共生林」、③木材等生産機能を重

視する「資源の循環利用林」の３区分とし、林分毎に区分を行うものとする。 

 

 （１）水土保全林 

      土砂の崩壊又は流出等山地に起因する災害を防ぐための森林の整備や河川流量を平準化し、

渇水や洪水を緩和するなどの水源かん養を図るための森林の整備・保全を目的とすることから、

重要河川の上流区域・生活用水を利用している区域・急峻な地形の区域を選定する。 

 

  （２）森林と人との共生林 

        自然環境保全の観点から重要な森林を的確に保護するとともに、身近な自然としての森林な

どを適切に保全することを目的とすることから、公益保全の森、地域環境保全林、自然憩いの森

及び貴重な樹木、動植物が生育する区域を選定する。 

 

  （３）資源の循環利用林 

        生育良好な林分で、安定かつ効率的な木材供給を目的とすることから、上記区分以外の区域

を選定する。 

 

  ４）純県有林に係る経営の基本方針 

    純県有林の経営に当たっては、環境に配慮した森林整備を推進するとともに、森林資源を利用

しながら、林齢の平準化を図り、持続可能な林分構成の構築に努める。 

 

 （１）水土保全林 

   次のとおり経営を行うものとする。 

    ①目指すべき林相等 

         この森林は、山地災害の防止、水源かん養の公益的機能を重視し、単層林から複相林への

誘導を図るものとする。 

      特に、災害等により公益的機能が著しく低下した林分については、広葉樹の林相への誘導

を図るものとする。 

          また、必要に応じて、治山事業等の実施を行うこととする。 

    ②収穫方法 

          複層林への誘導を目的とした抜き刈り等による「非皆伐施業」を原則とするが、施業上やむ

を得ないときは小面積の「皆伐」ができるものとする。 

    ③更新・保育等 

    ｱ.人工林については、間伐を計画的に実施することとし、周辺の植生や地形・地質等を踏ま

えつつ必要に応じて強度な間伐を行い、在来の郷土樹種（広葉樹）の進入を促進させる。

小面積の皆伐を実施した場合は、できるだけ人工植栽を行い確実な更新を図る。  

    ｲ.天然林については、必要に応じて樹種の多様性を増進するための「受光伐」を実施するも

のとする。 

    ｳ.未立木地については人工植栽等により、植生の早期回復を図るものとする。 

    ④路網整備 

    ｱ.林道等の開設状況を踏まえつつ、周辺の環境に配慮しながら作業道の開設を行うものとす 

る。 
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    ｲ.作業道の計画に当たっては、地形・地質等に十分配慮しつつ県有林林分だけでなく周辺の

森林を含めた一体性を考慮し線形を決定する。 

 

 （２）森林と人との共生林 

   次のとおり経営を行うものとする。 

    ①目指すべき林相等 

         この森林は、自然のままの良好な状態を維持する森林、地域の風土的景観等を確保するた

めの森林、森林空間利用のための森林等、それぞれの目的に適した林相への誘導を図るもの

とする。 

    ②収穫方法 

         基本的に収穫の対象としない。 

    ③更新・保育等 

    ｱ.人工林については、在来の郷土樹種（広葉樹）の進入を容易にするための強度な間伐を行

うほか、必要に応じて下層に広葉樹の植栽を行い針広混交林への誘導を図るものとする。 

    ｲ.天然林については、必要に応じて樹種の多様性を増進するための「受光伐」を実施する。 

    ｳ. 未立木地については人工植栽等により植生の回復を図るものとする。 

    ④路網整備 

    ｱ.林道等の開設状況を踏まえつつ、周辺の環境に配慮しながら作業道の開設を行うものとす

る。 

ｲ.作業道の計画に当たっては、地形・地質等に十分配慮しつつ県有林林分だけでなく周辺の

森林を含めた一体性を考慮し線形を決定する。 

    ⑤ふれあいの場としての森林 

    ｱ.県民が森林とふれあい、教育・文化・健康づくり等の場としての利用の促進を図る。 

    ｲ.利用者の利便性を確保することが必要と認められるときは、地域の実情を勘案してそれら

に要する施設の整備管理等を市町村長等に委ねることができるものとする。 

   

 （３）資源の循環利用林 

   次のとおり経営を行うものとする。 

    ①目指すべき林相等 

         この森林は、人工林施業を積極的に展開し、木材生産を主目的とした質と量に優れ収益性

の高い森林への誘導を図るものとする。 

    ②収穫方法 

       ｱ. 最終的には「皆伐」によるものの、それまでの間は「抜き伐り」による収穫を行うものと 

する。 

       ｲ.「皆伐」の伐採齢は８０年を目途とし、木材価格の動向を見ながら伐期を決定する。 

           ただし、８０年に到達した森林であっても樹勢が旺盛でさらなる成長が期待できるときは

伐採齢を１００年程度まで延長することができるものとする。 

    ③更新・保育等 

       ｱ.「皆伐」を実施したときは、直ちに植栽を行い更新を図るものとする。 

       ｲ. 森林の生育状況に応じて間伐等の必要な保育作業を確実に実施する。 

    ④路網整備 

       ｱ. 木材搬出経費の節減及び森林の更新・保育に当たり、路網整備は必要な場合は、既設林道

等の開設状況を勘案するとともに、周辺の環境に配慮しながら作業道の開設を積極的に行

うものとする。 

       ｲ. 作業道の開設に当たっては、県有林だけでなく周辺の森林を含めた一体性を考慮するとと

もに、地形・地質等に十分配慮するものとする。 
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９．環境方針 

「県有林環境方針」の概要は次のとおりである。 

  熊本県は、県有林において、熊本県環境基本指針並びに県有林経営基本方針及び県有林経営計画 

 に基づき、自然環境保全、生活環境の維持・改善あるいは地球環境の保全に積極的に取り組み、持

続可能な資源循環型社会の形成に貢献するため、下記事項を念頭に置いて、経営林においては、生

物多様性の保全を考慮した施業を行い、環境林については保護保存を原則とし、持続可能な森林経

営を行う。 

 

 １）自然環境の保全 

  （１）県有林に生息・生育する様々な動植物の生息・生育地の保全を図るため、自然度の高い天然

林の保護保存に努めるとともに、希尐な野生動植物については、適切な保護・管理を行う。ま

た、周辺の人工林においても、保護樹帯や水辺林の保全並びに下層植生の維持に努める。 

（２）県民の積極的な自然保護活動を推進するため、様々なふれあいの機会を設定する。 

 

 ２）生活環境の保全 

  （１）適正な森林管理により清らかで豊かな水資源や県土の保全に努める。 

  （２）身近な自然とのふれあいの場として県民に憩いの場を提供する森林を整備する。 

 （３）立田山、阿蘇みんなの森などを対象とする。 

 

  ３）地球環境の保全 

  （１）適切な森林施業の実施により、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、木材の需要拡大、

   木質資源の有効活用に努め、炭素固定の長期化を図る。 

  （２）山地荒廃の恐れのある森林についても適切な森林管理に努め、地域環境の保全に努める。 

  

  ４）環境関連法令等の遵守 

  熊本県環境基本条例等環境に関する法令等を遵守し、自然環境の保全及び環境汚染の予防に努

める。 

  

５）情報の公開 

    県有林の管理経営に関する情報は、熊本県情報公開条例に基づき、情報公開に積極的に取り組

む。 

 

10.施業方針 

「熊本県県有林経営方針」における施業方針の概要は次のとおりである。 

 

１）森林への県民の期待は、木材等林産物の供給をはじめ、水源かん養、県土の保全、地球温暖化

の防止、野生動植物の生育の場、保健休養や環境教育の場の提供等多様化、高度化している。県

有林ではこれら森林の多面的機能の発揮を図るため、森林資源の状況、自然的・経済的条件、地

域の特性やニーズ等を総合的に考慮しながら森林を重視すべき機能に応じた水土保全林、森林と

人との共生林、資源の循環利用林の３区分に行い、それぞれに適した施業を行うものとする。 

  

 ２）利用区分毎の施業 

  （１）水土保全林 

   この森林は、山地災害の防止、水源かん養等公益的機能を重視し、単相林から複層林への誘

導を図る。特に、災害等により公益的機能が著しく低下した人工林については、天然に自生す

る広葉樹との混交林への誘導を図るものとする。 
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  （２）森林と人との共生林 

        この森林は、自然のままの良好な状態を維持する森林、地域の風土や景観等を確保するため

の森林、森林空間利用のための森林等それぞれの目的に適した林相への誘導、保護保存を図る

ものとする。 

  （３）資源の循環利用林 

          この森林は、人工林施業を積極的に展開し、木材生産を主目的とした質と量に優れた収益性

の高い森林への誘導を図るものとする。 

 

11．病虫獣害対策 

      近年、九州山系を中心にシカが増加しており、県内の推定生息数は、45,733頭と推定されてお

り、これまで、被害の比較的尐なかった阿蘇地域でも、シカによる新植苗木の食害や剥皮被害は

年々増加傾向にある。 

      対策としては、経営林（水土保全林や資源の循環利用林）においては、地域の市町村との連携

による捕獲や防護柵を設置し、環境林（水土保全林や森林と人との共生林）では、樹種の転換等

を行っていく方針である。 

 

12．気象災害への対応 

      台風による風水害が主な災害要因であるが、対策としては間伐を中心とした健全な森林づくり 

  を行うとともに、被災した場合における復旧等は森林国営保険により対応している。 

 

13．森林火災の記録と対応 

      平成19年に阿蘇地域において発生したが、関係各部署と協力し、解決にあたった。阿蘇山周辺

の県有林であり、一般観光客の火の不始末による火災発生であった。人工林の被害はなかったが、

特に阿蘇地域については、原野の野焼き等も行われており、森林火災の発生も懸念されるため、

防火線の維持等に努めることとしている。 

 

14．地域との連携 

      県有林が森林認証を取得することで、地域の森林組合をはじめとする林業事業体や大規模森林

所有者に対して、森林認証の取得や持続可能な森林経営の普及及び定着に向けた取り組みを行っ

ていく。また、国有林を管理する九州森林管理局とは持続可能な森林経営の推進に関する協定を

球磨川地域については締結しており、県有林と国有林が一体となって森林認証材の流通拡大に向

けた取り組みを行っていく意向であるため、当地域についても同様の取り組みができるよう連携

を図ることとしている。 

                                                               

15．森林環境教育 

      森林の持つ多様な機能の見直しや自由時間の増加、余暇に対する意識の変化等から地域住民の

レクレーションに対する需要が増大するなど、緑に対する関心の高まりから、自然探勝、自然観

察、野外スポーツなどの場として森林活用が増えている。 

      このような状況下で、地域の小中学校や婦人会、商工会等の各種団体による森林レクリエーシ

ョンやイベント会場の提供を行う一方、森林整備課や地域振興局及び県林業研究指導所、熊本県

森林インストラクター会による自然観察教室や森林体験教室等の開催を行っている。 

 

16．巡視またはモニタリングの実施状況 

      県有林は各団地に巡視員を配置しており、その巡視員が月２回を基準として巡回し、台風や集

中豪雨等の自然災害や病虫獣害等による被害状況を県振興局に報告書により巡視報告を行ってい

る。 
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・熊本県の指定希尐野生動植物の保護（熊本県） 

・阿蘇くじゅう国立公園(指定植物ﾘｽﾄ)（環境省） 

・公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ発表要旨「阿蘇・くじゅうの草原の歴史と未来をさぐる」(別府大学文化財研究所) 

・阿蘇の森林・林業管内図（熊本県阿蘇地域振興局） 

・菊池の林業（熊本県菊池地域振興局） 

・上益城地域振興局管内図(熊本県上益城地域振興局) 

・宇城の林業(熊本県宇城地域振興局) 

・国指定文化財等データベース(文化庁) 

・森林ミュージアム「立田山憩いの森」(熊本県) 

・県有林における森林教育研修会実施記録 

・県有林における林業技能等研修会実施記録 
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Ⅱ．審査経過 

 

１． 熊本県白川・菊池川、緑川地域内県有林の審査経過 

 

審査は、(社)全国林業改良普及協会認証審査センターの児島裕、野田昭一、宇佐美均の３名が担

当した。 

 

【審査申込】 

 

平成 20 年 7 月 11 日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

 

【企画審査】 

 

（内 容） 

審査申込書及び提出資料を確認の上、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を

把握するため、書類により下記内容の企画審査を行った。 

 

１．県有林の管理状況の把握。 

２．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

３．地域森林計画及び市町村森林整備計画の確認。 

４．森林簿・及び森林計画図の確認。 

５．国定公園、県指定の環境保全地域、自然環境・文化財等について関連資料確認。 

 

 

平成 20 年９月１９日／審査要件の設定 

 

（内 容） 

「企画審査」での現地確認の結果等により、ＳＧＥＣの７つの基準・36 の指標・72 のガイドラ

インに基づき設定した「審査要件」から、別紙「審査判定表」の 70 項目を「審査要件」として

決定し、申請者に「審査要件」を伝えた。 
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【確認審査】 

 

平成 20 年 10 月 20 日～23 日／「確認審査」での現地確認 

 

（場 所） 

熊本県庁 

上益城地域振興局管内県有林（間の谷団地） 

宇城地域振興局管内県有林（大露山団地） 

阿蘇地域振興局管内県有林 

（中江団地、高岳・根子岳・杵島岳・白水東・白水西・花山・長野団地、車帰団地、北向山団地、

阿蘇みんなの森） 

環境省阿蘇自然環境事務所 

玉名・菊池地域振興局管内県有林（国見山団地、鞍岳団地） 

熊本県環境生活部自然保護課 

立田山生活環境保全林 

 

（審査委員） 

  元東京農業大学教授・農学博士      河原輝彦 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会        児島 裕 

 

（立ち会い者） 

熊本県森林整備課 県有林班 参事     蓑田公彦 

熊本県上益城地域振興局林務課 参事    福本建明     

〃 宇城地域振興局林務課主幹兼林務係長 永岡稲生 

〃 阿蘇地域振興局林務課森林保全係長  中尾倫仁 

 〃 玉名地域振興局林務課主任技師    野口琢郎 

 〃 鹿本地域振興局林務課主任技師    吉田隆幸 

 〃 菊池地域振興局林務課  参事    清田雄一 

 

（聞き取り対象者） 

熊本県農林水産部 農林水産審議員     後藤久治 

熊本県上益城地域振興局林務課主幹林務係長 小林幸人 

緑川森林組合 事業部長          渡辺哲司 

熊本県玉名地域振興局林務課 林務係長   大矢靖冨 

熊本県菊池地域振興局林務課森林保全係長  山内信雄 

熊本県森林整備課みどり推進室 主幹    石田敏晴 

熊本県自然保護課自然環境班 主任技師   今村拓郎 

   〃    野生鳥獣班 技師     山崎和秀 

環境省阿蘇自然環境事務所 所長      甲斐 茂 

 

（内 容） 

１．「確認審査」での現地確認を行った。 

２．対象森林に関する確認資料の内容について、質疑応答及び関連資料の確認。 
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３．阿蘇くじゅう国立公園の管理及び保護指定動植物について 

４．対象地域の自然環境及び希尐野生動植物の状況について地元専門家より聞き取り 

５．希尐野生動植物の保護地等・保護状況について  

６．熊本県内におけるシカの生息数、被害状況と特定鳥獣保護管理計画について 

７．地域での森林環境教育の実施状況及び、取組への県有林の貢献について関係者より。 

８．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

９．委託等作業者の社会保障等への加入状況、労働安全対策について 

10．林地の保全や環境配慮事項についての受託作業者への指導状況について 

11．県有林の地域へ貢献について 

12．SGEC 森林認証の取得についての県有林の取組について聞き取り。 

 

【審査判定】 

 

平成 20 年 12 月 11 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、熊本県白川・菊池川、緑川地域内県

有林は SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

 

 （判定内容については、判定事由書参照）
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Ⅲ．判定事由書  

熊本県白川・菊池川、緑川地域内県有林の審査における判定事由 

 

【審査判定】 

「企画審査」での審査委員会により、SGEC の定める 7 つの基準・36 の指標・72 のガイドライ

ンのうち、「熊本県白川・菊池川、緑川地域内県有林審査判定表」のとおり、70 項目を「審査要

件」として決定した。 

「審査要件」に基づき「確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったところ、熊 

本県白川・菊池川、緑川地域内県有林内県有林は、森林認証に価する管理が実行されている森林

であると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記項目について、「向上目標」が付記された。 

 

 

【向上目標】 

 

審査項目 1-4-2．に関して 

一部林分で、機能区分と現地の実情との検証が不十分と思われる箇所が見受けられることから、

より実情に即した機能区分となるよう検証を進めていくことが望まれる。 

 

審査項目 1-5-1．に関して 

出先事務所など、担当職員の異動等に備え、定期的な技術研修の導入も含めた引き継ぎシステ

ムの改善・充実を図ること。 

 

審査項目 3-2-1．に関して 

水辺林や尾根筋などの保護樹帯が不十分な箇所では、今後保残を徹底していくことが望まれる。 

 

審査項目 3-3-2．に関して 

今後、請負等による認証林産物の出材が増加することから、請負者や買受者に対する仕様書や

約款により、「県有林伐採・搬出作業マニュアル」の徹底を図るとともに、これら地域林業関

係者と協力の下、地域の実態に適合した環境負荷の尐ない伐採搬出技術の実証に努めること。 

 

審査項目 5-3-1．に関して 

認証対象森林に生息・生育する動植物の把握及び生物多様性の保全に関する知識の習得に引き

続き努めるとともに、教育指導を徹底し、従業者、受託者等と知識の共有に努めること。 

 

審査項目 7-1-1．に関して 

「県有林モニタリング調査実施要領」に基づいたモニタリングを継続的に実施するとともに、

既存の試験地等のデータを再整理し、今後の調査が継続して行われるよう、試験林台帳等の整

備が望まれる。 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

今回森林認証の対象となる森林(以下：「対象森林」)は、熊本県熊本市、山鹿市、阿蘇市、玉名郡、

菊池郡、阿蘇郡、上益城郡、下益城郡内の県有林 18 団地 1,920.40ha である。 

「森林簿」、「森林施業図(1/5000)」、「熊本、宇城、玉名、鹿本、菊池、阿蘇、上益城林務関係管

内図(1/50000)」、「熊本県県有林位置図(1/200000)」などが常備されており、現地で林分を確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

「森林簿」及び「森林施業計画書データ」が常備されており、５年おきの森林施業計画樹立の際の森

林調査により、更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である(向上目標付記) 

森林施業図を樹種別（スギ・ヒノキ・マツ・広葉樹）に色分けし、路網・水系などを記載した「団地

別林相現況図」（1/5000）を常備している。 

境界の管理については、GPS を活用し、境界誤認が生じないよう明示に努めている。 

なお、境界には境界杭が設置されており、認証対象森林の位置は、現地及び図面上で明確であること

を確認した 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

H16～20 年度の森林施業計画が立てられており、現在来年度に向けて再編中である。現計画認定書の

写しを確認した。 

対象森林は、「熊本県県有林経営方針」に基づいた「第 12 次県有林経営計画（H18～22 年度）」（以

下：「経営計画」）により、「施業の実施に当たっては、地域森林計画に適合するとともに、森林が

多様な生物の生息地として生物多様性の保全に寄与していることに十分配慮し、保存すべきは保護保

存し、広く県民に親しまれ、民有林の模範となる多様な森林づくりに努める」ことなどが定められて

いる。 

 

 １－４－２／妥当である (向上目標付記) 

対象森林は、「経営計画」により、水源かん養機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林」、

生活環境機能又は保健文化機能を重視する「森林と人との共生林」、木材等の生産機能を重視する「資

源の循環利用林」に区分され、各々「目指すべき林相」と施業の考え方が明示されている。 
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 １－４－３／妥当である 

熊本県環境基本指針及び「経営計画」に基づき、「自然環境保全、生活環境の維持・改善あるいは地

球環境の保全に積極的に取り組み、持続可能な資源循環型社会の形成に貢献するため」の「県有林環

境方針」（以下：「環境方針」）が策定されている。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である (向上目標付記) 

県有林の管理経営には、熊本県農林水産部森林整備課県有林班があたっており、各団地の管理は、出

先機関である地域振興局に管理組織が置かれ、現場作業等は、地元の森林組合等に委託して実行して

いる。 

 

 １－５－２／妥当である 

「経営計画」において、「適切な施業により計画的・合理的な森林の整備を図り、生物多様性が保全

され、広く県民に親しまれる民有林の模範となる多様な「森林づくりに努める」としている。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

対象森林は、白川・菊池川森林計画区及び緑川森林計画区に位置しており、地域森林計画及び、「経

営計画」において、「森林が多様な生物の生息地として生物多様性の保全に寄与していることに十分

配慮し」た上で「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源循環利用林」と機能ごとに３区分し、

それぞれ、生物多様性に配慮した森林整備の推進方向が定められている。 

また、「経営計画」において、保護保存すべき環境林と施業林である経営林に明確に区分し、経営に

あたっているとともに、「県有林「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」（以下：「施業指針」）

を定めている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

対象地域は、阿蘇くじゅう国立公園地域を有し、対象森林にも根子岳・高岳団地などの山頂部及び北

向山団地に特別保護地区に指定されている原生林を多く擁している。これら原生林などは、経営計画

等に基づき、厳正に管理されている。 

また、熊本市内に位置する立田山には、市内では貴重な自然林が残されており、これは、昭和 49 年度

から平成 7 年度までの 22 年間をかけ、保護を目的として購入したもので、熊本市と交わした「立田山

生活環境保全林管理細目」に基づいて管理されている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

「熊本県自然環境保全図(1/200000)」を作成し、生物多様性の維持上重要な自然環境保全地域や緑地

環境保全地域、「熊本県ふるさとの森林」、巨樹などを明示している。 

動植物の重要種については、「熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例」により、指定希尐野

生動植物及び生息地等保護区を指定し、保護管理事業計画に基づいて保護管理にあたっている。 
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 ２－２－２／妥当である 

施業指針において「水辺林の保全」を基本方針としており、そのための施業基準により、対象森林内

の渓流沿いなどが、自然植生を維持した水辺林や憩いの場として、適切に保全・利用されていること

を確認した。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

「レッドリストくまもと 2004」は、インターネットで常時閲覧でき、希尐野生種については、「熊本

県野生動植物の多様性の保全に関する条例」に基づいて、指定希尐野生動植物及び生息地等保護区を

指定し、保護管理事業計画を定めている。 

対象となる県有林には、数種の指定種が確認されており、保護区等が設けられるなど、保護対策が実

行されていることを確認した。 

 

 ２－３－２／妥当である 

施業指針により、レッドリスト動物等が確認された場合は、「営巣木として価値のある立木や昆虫・

鳥類等の餌場として価値のある枯木・空洞木等を保護するなど生育環境の改善に努める」としている。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

現地確認により、除・間伐が適切に行われており、林内は明るく、林縁植生及び下層植生が維持され

ていることを確認した。 

また、上記県指定植物の生育地については、専門家と相談しながら、調査、刈りはらいなどの必要な

保護対策を行っていることを確認した。 

 

２－４－２／妥当である 

県有林においては、原則的に野生動植物の採取は禁止されている。狩猟については、鳥獣保護法の事

業計画等に基づいて、不適切な活動の防止に努めている。 

 

 ２－４－３／妥当である 

外来生物法に基づき、特定外来生物等の侵入防止に努めている。 

なお、「施業指針」により、「苗木は、在来樹種の選定」に努めている。 

 

 ２－４－４／妥当である 

施業指針において、「可能な限り木材等の生物系資材の利用に努めるなど、小動物の生息等への配慮

に努める」こととしており、作業道の土留や、管理歩道、治山施設の谷止工などに、間伐小径木が積

極的に利用されていることを確認した。 

 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 
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 ３－１－１／妥当である 

経営計画の基本方針において「施業の実施に当たっては、……森林が多様な生物の生息地として生物

多様性の保全に寄与していることに十分配慮し、保存すべきは保護保存し、広く県民に親しまれ、民

有林の模範となる多様な森林づくりに努める」としており、長伐期経営や施業の多様化、路網の開設

にあたっての切盛土量の最小化に努めるなどが、実行されていることを確認した。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画、経営方針によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な

場所は「水土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに計画図に明示されている。 

 水土保全に特に配慮が必要な森林については、「水源かん養保安林」等の保安林に指定されており、

その区域も森林計画図に明示されている。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である (向上目標付記) 

対象森林内の尾根筋や境界には、おおむね良好な保護樹帯が設けられていることを確認した。 

ただし、一部林分において、過去に尾根筋・沢筋まで、植林されている林分が見受けられることから、

今後の計画の実行に当たっては、より慎重な対応が求められる。 

 

 ３－２－２／妥当である 

施業指針により「立地条件に適合した植生の保護樹帯を設定する」「針葉樹の一斉林となっている林

分は広葉樹の導入を図っていく」とし、実行に移されていることを確認した。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、経営計画及び地域森林計画において「水

土保全林」とされ、複層林等の「非皆伐施業」ないし、帯状の小面積皆伐とするなどの指針を設け、

適切に実行されていることを確認した。 

 

 ３－３－２／妥当である (向上目標付記) 

熊本県有林の伐採・集運材に関わる作業は、請負者(間伐等)と立木処分の買受者(主に主伐)により実行

されている。これら実行者に対しては、入札の際、約款や仕様書等により、施業指針及び「県有林伐

採・搬出作業マニュアル」に従い、最も適切な作業に努めるよう指導している。 

 県有林では、昨年度から列状間伐や帯状択伐を本格的に採用しているが、試験的先行実施地において

は、表土、下層植生ともに良好な状態であることを確認した。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び「県有林作業現場における油類の取扱いマニュアル」に基づき、適

切な管理のもと使用している。 
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林業薬剤は使用していないが、やむをえず使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「県有林林業薬

剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

施業指針により「林道及び作業道の開設においては、林道規程等の基準を遵守し、河川等の汚濁防止

並びに土砂等の流出防止に努めるとともに、可能な限り木材等の生物系資材の利用に努めるなど、小

動物の生息等への配慮に努める」とし、路線の選定にあたっては、「切盛土量が尐なくなる線形」及

び、「大きな沢の横断、擁壁等恒久的工作物を必要とする箇所は避ける」などに努めていることを確

認した。 

 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

経営計画の管理運営方針に「時代のニ－ズや森林の持つ多面的機能を踏まえて、伐期齢を８０年とす

る長伐期施業とし、水源のかん養、県土の保全、保健休養の場の提供など公益的機能重視の経営に努

める」ことを上げ、これに基づき森林管理計画が策定され、実行に移されている。 

 

 ４－１－２／妥当である  

間伐などの施業実施に当たって、標準地調査が行われており、施業計画データの補正などに役立てら

れている。 

なお、県有林の人工林資源量は、10 齢級を主体に偏ったものになっており、長期的な齢級構成平準化

の観点から、長伐期化や伐採箇所の分散に取り組んでいる。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

経営計画における、伐採計画の決定にあたっては、森林の公益的機能の持続的な発揮、森林資源の構

成や成長量、過去の伐採実績、経済性等を踏まえながら必要な収穫量が計画されている。 

また、森林施業計画書データに林分ごとの伐採方法・伐採率・面積・材積、伐採予定時期等が記載さ

れていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

「県有林「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」に基づき、機能区分毎の指針に応じて実行され

ている。 

経営計画の森林の利用区分毎の施業の考え方により、「水土保全林」は、原則非皆伐で複層林への誘

導を図る、「森林と人との共生林」は、収穫の対象としない、「資源の循環利用林」は、80 年以上の

長伐期施業などの指針を設け、実行にあたっている。 
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 ４－２－３／妥当である 

経営計画及び森林施業計画書の伐採計画に従って、間伐等の施業が行われていることを確認した。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である  

「林分管理台帳」に、林分毎の施業履歴が残されていることを確認した。 

皆伐が行われた場合は、２年以内に「適地適木」の原則に基づき、地元産の在来品種の苗木を植えて

いることを確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

施業指針は、「白川・菊池川地域森林計画書」及び「緑川地域森林計画書」、並びに各市町森林整備

計画書の施業基準とも整合していることを確認した。 

また、「森林施業計画書」造林計画に更新予定表が作成されていることを確認した。 

 

 ４－３－３／妥当である 

施業指針により、適地適木の原則に基づき、地域に適合した在来樹種の選定に努めていることを確認

した。 

 

 ４－３－４／妥当である 

植え付け後は、巡視等により、その地に根付かなかった苗木が確認された場合は、すみやかに補植を

行っている。 

近年、多発してきているシカによる苗木の食害に対して、防護柵の設置や巡視の強化、補植などの措

置をとっていることを確認した。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１・４－４－２／妥当である 

施業指針により、天然林は、機能区分の基準に応じて経営林と環境林に区分して施業にあたっており、

経営林における天然林の主伐上限を 2ha 以内に止めるとしている。 

現在、天然林については、安全確保等の必要に応じた伐採以外行われておらず、過去ごくまれに経営

林において、文化財等の補修に必要など、地域の要請による、有用樹等の伐り出しが行われている。 

これら天然林の施業については、天然下種更新を原則とした天然林施業とし、画一的な施業をさける

意味から輪伐期等の基準は設けず、母樹等の状態に応じて行っていることを確認した。 

なお、熊本県では、神社・仏閣等の修復に必要な大径木等の確保が難しくなってきていることから、

遠い将来に必要な資材を提供することを目的とした「25 世紀文化遺産の森林」を設け、「森林文化」

や「木の文化」の学習の場としても活用していく計画である。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

施業指針及び「標準施業体系図」を作成し、施業にあたっている。 
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また、下刈り、除・間伐の際に、有用広葉樹を造林木の生育に支障のない限り、保存し保育に努めて

いることを確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

「林分管理台帳」に、林分ごとの施業履歴が残されていることを確認した。 

また、「森林施業計画書」に保育計画が作成されていることを確認した。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

「森林施業計画書」に林分ごとの伐採率、数量、間伐方法、予定時期が明示されていることを確認し

た。 

 

 ４－６－２／妥当である 

施業指針及び「標準施業体系図」を作成し、施業にあたっている。 

下刈り、除・間伐の際に、有用広葉樹の保存に努めており、「野鳥等の営巣、探餌が確認された枯損

木等は、主林木の成長に支障のない限り残す」方針であることを確認した。 

 

 ４－６－３／妥当である  

「林分管理台帳」に、林分ごとの施業履歴が残されていることを確認した。 

対象森林では、保育間伐にあたっては、若齢林分から優先して本数 30％以上の間伐を行い、利用間伐

にあたっては、３残１伐等の定量的な列状間伐を取り入れるなど、除・間伐が遅れないように行われ

ていることを確認した。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫獣害の防除については、森林病害虫等防除法、および鳥獣保護法の鳥獣保護事業計画に基づいて

行うものとしている。             

熊本県では、ニホンジカによる農林業被害が深刻化していることから、第３期特定鳥獣保護管理計画

(H19～24)が実施されており、メスジカの一部可猟化や狩猟期間の延長などの対策がとられている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

近年、九州山系を中心にシカが増加しており、県内の生息数は、45,733 頭（18 年度）と推定されてい

る。このシカによる食害や剥皮被害は近年急速に広がりを見せる傾向にある。 

シカ害対策については、県林業指導所が考案した間伐木の枝条等を幹に巻き付ける剥皮防止が試みら

れている。 

また、熊本県第３期特定鳥獣保護管理計画に基づいて、２頭/㎢を目標とする個体数管理等の保護管理

対策が実行されている。 

 

 ４－７－３／妥当である 

林業薬剤は現在使用していないが、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林業薬剤

管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 
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 ４－８－１／妥当である 

「県有林森林火災予消防マニュアル」を定め、林野火災の予防及び消火体制を整えている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「県有林森林火災予消防マニュアル」に基づき、職員が消防訓練などに参加するとともに、地元行政

及び森林組合、消防署などと緊急連絡体制を組み、消火体制を整えている。 

 

 ４－８－３／妥当である 

平成 19 年 3 月 1 日に阿蘇地域の白水東団地において、旅行者の失火により山林火災が発生しており、

77ha が焼失した。被害地は、国立公園内で、ヤシャブシ、アセビ、ウツギ、ミヤマキリシマ等の自然

植生が自生していた林地であり、萌芽等も旺盛であることから、植生の推移を見守っているところで

ある。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

森林管理及び環境保全上必要な法令及び条例を遵守する事を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

「林野小六法」「環境六法」などの法令集が常備されており、いつでも参照できる環境が整えられて

いる。 

伐採届出書(写し)、保安林の伐採許可書等の合法性を担保しうる文書類が適切に保管されていることを

確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１・５－２－２／適用除外 

地元関係者により、認証対象森林には、入会権などの慣習的利用権がないことを確認した。 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標付記） 

県林業労働力確保支援センター、林業研究指導所による各種技能研修が、対象森林で年間計画に基づ

いて実施されていることを確認した。また、各地域振興局には、保護すべき動植物(県指定希尐野生動

植物)が、写真で掲示してあり、指導文書類も用意し、周知を図っていることを確認した。 

 

 ５－３－２／妥当である 

委託者を含む従事者に対して「県有林安全作業マニュアル」「県有林安全衛生及び健康管理マニュア

ル」を定め、労働災害の防止に努めている。 

なお、上記安全作業講習の他、「安全衛生大会」及び林業・木材産業労働災害防止協会の「安全講習

会」などに積極的に参加することを指導している。 
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５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

職員は、地方公務員共済保険に加入している。 

請負等業者へは、県森連、県木連等を通して、加入に努めるよう指導しており、事業者への聞き取り

により、法律で義務づけられた社会保険に加入していることを確認した。 

 

 ５－４－２／妥当である 

請負者・買受者等は、競争入札によって選定されるため、労確法に基づく「木材・製材業認定事業体」

等の取組を進めることによって、安全衛生管理体制が整った適切な事業者を育成するよう努めている。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

熊本県では、「民有林経営の模範」として、県有林での森林認証取得を順次進めてきており、純県有

林（分収林を除く）全てでの認証を目指している。 

既に認証を取得している「球磨川流域国有林」と「持続可能な森林経営の推進連携会議」を立ち上げ

ており、今後、川下の認定事業体とも一体となって、地域への認証林産物の定着と波及効果の拡大を

目指した取り組みを行っていく意向である。 

 

 ６－１－２／妥当である 

県有林の立木処分については、入札にあたって、SGEC 認証森林であることの説明をおこなっており、

素材生産事業については、認定事業体市場への出荷を推奨している。 

また、今年度から、認定事業体の市場において、県有林材の椪に SGEC 認証林材であることの表示（マ

ークの表示）を行ってもらえるよう、協力要請している。 

 

 ６－１－３／妥当である 

林道・作業道の土留や横断排水溝、管理歩道などに対象森林の整備の際に産出した、支障木や間伐小

径木が活用されていることを確認した。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

県森林整備課では、自然観察会などのプログラムを実施するとともに、緑の尐年団及び森林ボランテ

ィアの育成にも取り組んでいる。 

 一般市民の利用が想定される森林については、自然解説板や案内板などが設置されており、経営林な

どについては、安全等についての啓発看板が設置されていることを確認した。 

 

 ６－２－２／妥当である 

啓発看板を設置し、利用者に対して、山火事防止、ゴミの持ち帰り、動植物の採取など、森林でのマ

ナーを守るように、協力を求めている。 
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なお、山林への不法投棄が問題化していることから、「県有林での不法投棄等への対応マニュアル」

を作成し、適切な処置と再発防止に努めていることを確認した。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林は、経営計画の３機能区分によ

り「森林と人との共生林」としてゾーニングされており、該当するみんなの森、立田山、鞍岳、国見

山等の林分は、その指針等により適切に整備されていることを確認した。 

 

 ６－３－２／妥当である 

対象森林の一部が、「阿蘇くじゅう国立公園」特別保護地区及び、第Ⅰ～Ⅲ種特別地域に含まれてい

る他、立田山生活環境保全林は、保健保安林及び県立公園第 2 種特別地域に指定されている。これら

保安林や国立公園、県立自然公園などは、経営計画の団地別県有林設定事業名及び制限関係一覧表に

明示され、それぞれの基準・規範に基づいて施業を行っていることを確認した。 

 

 ６－３－３／妥当である 

レクリエーション的な利用が期待される「立田山生活環境保全林」及び「みんなの森」、「鞍岳」等

に遊歩道、休憩舎、案内板等が適切に設置されていることを確認した。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

対象森林の「北向山団地」は、隣接地が国指定の天然記念物に指定されており、熊本県で民有地を購

入して保護に当たっている団地である。 

また、熊本市内の「立田山生活環境保全林」は、市内では貴重な自然林が残されており、古くから緑

豊かな憩いの森として地域住民に親しまれてきた森林であったことから、県と地元市とで協同で買い

上げ、前述の「管理細目」によって、「市民憩いの森」として管理している。 

 

 ６－４－２／妥当である  

対象県有林内には、複層林や間伐・択伐等の各種施業試験地・展示林が設けられ、看板等で明示され

ていることを確認した。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

環境方針おいて「適切な森林施業の実施により、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、木材の

需要拡大、木質資源の有効活用に努め、炭素固定の長期化を図る」と、しており、若齢林分の保育間

伐を優先させて、健全性を高める、列状間伐など間伐材の利用率の向上を図るための取組を積極的に

行っている。 

 

 ６－５－２／妥当である 

熊本県環境基本指針に基づいた「県有林環境方針」を定め、温暖化防止の観点から化石燃料の使用削

減に努めている。 
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基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

「県有林モニタリング調査実施要領」を定めており、巡視時及び作業完了時のチェック項目を設定し

ている。 

また、県有林内には、これまでにも複層林や間伐・択伐等の各種施業試験地が設けられ、調査等が実

行されていることを確認した。 

しかし、一部試験地で、担当者の異動や管理図等への記載漏れ等で、設定時のデータやその後の追跡

記録などが、曖昧になっている試験地も見受けられる。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

対象森林内の立田山生活環境保全林に設けられている保護区などで、県自然保護課などによるモニタ

リング調査が行われている。 

また、第 3 期特定鳥獣保護管理計画に基づく「シカモニタリング調査」にも、自然保護課、県林業研

究指導所に協力して、取り組んでいることを確認した。 

なお、その他の研究機関等から協力要請があった場合も積極的に協力することとしている。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

林分管理台帳に林分別・年次別の施業履歴及び、諸被害の履歴が記録されている。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

県有林の管理経営に関する情報は、熊本県情報公開条例に基づき、公開を原則としている。 

 


